
 ① 仕事が見つからない。 

 ② 収入が不安定で家賃の支払いができず、退去を求められそうだ。 

 ③ 家庭のことで相談したいが周囲に頼る人がいない。 

 ④ 借金の返済が多いなど家計の状況で悩んでいる。 

 ⑤ こころの病気で働けなくなった。などの理由で経済的に困窮し自立支援を希望される人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問い合わせ先 

  福祉保健部社会福祉課「生活としごとの相談窓口」 

  ＴＥＬ２４－７０９４・ＦＡＸ２２－６６１０ 

  月～金（祝日を除く） 午前８時３０分～正午・午後１時～５時 

「生活としごとの相談窓口」（社会福祉課） 

経済的なお困りごと全般についてお伺いします。(来所が難しい場合はまず電話でご連絡ください) 

 

☆自立相談支援・家計改善支援 
・課題の整理や課題解決へ向けた導き、債務整理等 

・自立に向けた支援計画の策定 

・家計から生活再建を行い、家計管理に関する支援 

相談支援員と家計支援員が「自立」を目標に個々の状

況に合わせて寄り添いながら継続的に支援します！ 

消費生活相談 

市民相談 

連携 生活保護制度 連携 

☆住宅確保給付支援 
一定期間の家賃費用の給

付により、求職などの活

動を支援します！ 

 

☆就労支援 
・ハローワークと北京都ジョ

ブパークとの連携 

一般就労のための求職活

動を支援します！ 

☆その他 
・各種貸付や生活困窮者フードバンク事業等（緊急一時

支援）の活用 

・ひきこもり状態にある人やその家族に対する相談・訪問

支援 

・京都司法書士会における債務の法的解決等の相談支援 

☆就労準備支援 
・臨床心理士によるカウン

セリングや就労体験等の利

用により、一般就労に向け

た日常・社会的自立のため

の訓練を行い、支援しま

す！ 

☆一時生活支援 
住居を喪失された、また

は、喪失のおそれのある

人に対し、宿泊場所の提

供等の支援をします！ 


